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今回は、事例発表会や各地区の防災への取り組みをご紹介します。

四日市市地区防災組織連絡協議会 事例発表会を開催しました
� 四日市市地区防災組織連絡協議会　会長　高田　英明

令和７年 11 月６日（木）、四日市市総合会館において「地
区防災組織連絡協議会 事例発表会」を開催しました。

この発表会は、地区防災組織による自主的な防災活動の
活性化を図ることを目的に、各地区での取組を紹介するも
ので、皆様のご協力のもと今年で 12 回目を迎え、今回は水
沢地区と常磐地区にご発表いただきました。

水沢地区からは、「水沢地区における防災活動 ～災害によ
る死者ゼロを目指して～」と題して、町ごとの訓練や、能
登半島地震の教訓を踏まえた講演会、小学生を対象とした
防災教室の開催など、多様な防災啓発の取組について紹介
がありました。特に、令和７年度に実施された二次元コー
ドを活用した「避難所 DX 化実証実験」では、受付処理の迅
速化や高齢者にも分かりやすい運用方法が確認され、今後
の避難所運営の効率化に向けた先進的な取組として注目さ
れました。

常磐地区からは、「常磐地区の活動事例」と題して、地区
全体で継続的に実施している避難所設営訓練や、中学生ボ
ランティアの参加など、地域一体となった防災力向上の取組
について発表がありました。訓練では、避難所内での生活
環境整備や支援物資配布、救護活動など、実際の避難所運
営を想定した体験的な内容が行われ、参加者約 2,300 名が
協力しながら、自助・共助の重要性を再確認されていました。

今年も多くの地区防災組織の代表者や減災アドバイザー
にご参加いただき、皆さんが各地区の取り組みに熱心に耳
を傾けている様子が見られました。

この発表会は、地域の防災について考え、行動するきっ
かけとなる大変意義深い機会です。今後も継続的に開催し、
地域の防災力向上に努めてまいります。
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事例発表会後の講演会では、気象予報士であり防災士でもある株式会社ウェザーニュー
ズの石河 大氏をお迎えし、「極端気象と減災～地域コミュニティで減災に取り組む～」と
題してご講演いただきました。

石河氏からは、猛暑・豪雨・大雪といった極端気象が年々激しさを増している現状と、
その背景にある地球温暖化や海面水温の上昇などについて分かりやすくご説明いただきま
した。特に、2025 年の夏は観測史上最も暑くなり、熱中症による被害が増加いるため、
身近な危機として捉える必要性があるとのことでした。

また、防災の基本である「自助・共助・公助」の重要性が改めて示され、阪神・淡路大
震災の教訓をもとに、自分の命は自分で守る「自助」と、地域で助け合う「共助」の力が
大切であると強調されました。

ウェザーニューズでは、市民から寄せられるリアルタイム報告を活用し、高精度な気象
予測を行っており、こうした仕組みはまさに「デジタル時代の共助」と言え、市民一人ひ
とりが防災の担い手であることを感じさせる内容でした。

さらに、個人の避難行動を支援する「マイ防災タイムライン」や「冠水アラーム」など、
災害時に役立つツールも紹介されました。これらを上手に活用することで、自助・共助の
力をさらに高めることができます。

今回の講演を通じて、極端気象はもはや特別な出来事ではなく、私たち一人ひとりが日
常から備えるべき “ 現実の脅威 ” であることを強く感じました。皆様にも、日頃から気象
情報を積極的に確認し、「マイ防災タイムライン」の作成・見直をしていただきたいと思
います。

市・関係機関・地域が一体となり、防災情報を共有し合うことで、災害に強い安全・安
心なまちづくりを共に進めてまいりましょう。

事例発表会で講演会を開催しました。
� 四日市市地区防災組織連絡協議会
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八郷地区防災連絡協議会は、八郷地区の 20 自治会から選出された防災隊長・副隊長各 1
名の 40 名を中心に毎年活動を実施しています。
「自分たちのまちは自分たちで守る」ために自治会・消防団等の地域団体と連携し、年間

計画を立て取り組みを行っています。
① 災害に備えるための日ごろから取り組む平常時の活動
② 災害が発生したときに被害を最小限に抑えるための活動

防災連絡協議会の定例会では、「出前講座」
や会長による「ミニ勉強会」を取り入れてい
ます。それに加え、外部講師を招いての「防
災講演会」・「研修会」を開催しています。

「防災訓練」には地区内での小中学校での
「避難所開設訓練」を実施し、避難するだけだ
なく、発電機起動や簡易トイレ・段ボールベッ
ドの組立体験を実施しています。「視察研修」
も実施しギャラリートーク、施設見学による
減災知識の習得にも取り組んでいます。

その他小学生とコラボした「ぼうさい探検
隊」や「救命講習会」を開催し、年間を通し
て自主防災隊のスキルアップ活動を実施して
います。

自主防災隊 (防災隊長・副隊長 )　の　スキルアップ活動
� 八郷地区防災連絡協議会　会長　波田　尚志

中央地区の指定避難所になっている中央小学校では毎年 3 年生と４年生を対象に防災授業
を実施しています。防災に関する講話と実際に災害時を想定した行動等を実践し実際に災害
が発生したときにどのようなことに注意するか、どのような行動をすればよいかを学んでい
ます。

令和７年度は、四日市市危機管理課の担当者からモニターで小学校周辺の災害発生予想に
ついて学習し、防災資機材（トイレ・プライベートルーム・簡易ベッド）を使用して災害時
の生活を体験しました。

次に起震車で児童全員が震度６強の揺れを体験しました。地震の怖さを改めて実感したよ
うです。最後に消火活動としてバケツリレーを行いました。１回目終了後、もっと早く消火
するためにはどのような
行動をすればいいかを児
童たちとディスカッショ
ンしました。

今後も防災授業を継続
し防災意識を高めるよう
にと考えております。

中央小学校防災授業
� 中央地区自主防災組織連絡協議会　会長　伊東　一明

ぼうさい探検隊 救命講習会

避難所開設訓練 視察研修

出前講座 ＨＵＧ研修
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大谷台地区は、地震による津波や高潮によるリスクが低い地域です。しかし、養老・四日市・
垂坂断層が地域を横切っています。また、急傾斜地では、土砂災害の警戒が必要です。

在宅避難を最優先に、住民の皆さんには食料や水を始めとして、災害時の備えを呼びかけて
います。各自治会にも、地域で助け合えるために、備蓄を進めるよう呼びかけ単一自治会での
備蓄も進んでいます。

指定避難所となっている大谷台小学校に、学校の協力のもと、連合自治会と自主防で、独自
の備蓄をしています。3500 世帯の地
域で、食料（アルファ米）3500 食、
水（500ml）3500 本、避難用テント
40張、寝袋120人分、マット120人分、
折りたたみベッド 40 個などを備えて
います。

避難せざるを得ない時に、少しでも
安心でき災害関連死の割合がゼロと
なる避難所となるよう取り組んでいま
す。現在の課題は、災害時でも使え
る空調設備です。

大災害時、支援なし！　助け合える自治会を目指して！
� 大谷台地区自主防災連絡協議会　会長　若林　一道

水沢地区は、一時的な浸水はありうるが、洪水・大規模な浸水のおそれは低く、ため池の
決壊の際には低い土地にある家屋に被害が出ます。また、地震では、家屋の倒壊、民家密集
地帯での火災のリスクがあったり、支援物資の到着やインフラの回復に時間がかかると思わ
れます。したがって、「防災意識の啓発」「自助への備え」が必要と考えています。

また、広い地域に 12 の町があることから防災対応については、町ごとに訓練を行うこと、
年度ごとに内容を変え毎年できることをやること、能登半島地震から学んだ取り組みを行う
ことを基本方針として活動しています。

令和７年度は、地区の防災訓練時に避難所 DX 化実証実験を行いました。また、年度末に
は「防災新聞」として「水沢連合防災会だより」を発行する予定です。講演会も実施しており、
今年度は、「巨大災害に備える～わたしたちがいまやるべきことは？～」と題して三重大学
の川口教授による講演会を実施しました。また、トイレの備えにも取り組んでいます。

四日市市は海に面していま
すが、水沢地区には高潮や津
波による被害は考えられませ
ん。四日市市として備えを考
えるのであれば高潮や津波の
被害に遭われた方の避難先を
水沢地区に確保していただく
ことを提案します！

「水沢地区内での災害による死者ゼロ」を目指した防災活動！！
� 水沢連合防災会　会長　森　哲也

避難所テント設置訓練 各テントにはマット・寝袋・ベッドがある

二次元コードによる避難所の受け付け実験 避難用テント、トイレの展示

4



と の避難所避難場所
違い、知っていますか？？

２０１１年に発生した東日本大震災において、岩手県釜石市にあった「鵜住居（うの
すまい）地区防災センター」は、津波から緊急的に逃げる「避難場所」ではありません
でした。しかし、避難訓練でも利用する地域の「避難所」であったため、地震直後に
推定200人を超える方が避難し、結果的に多くの方が津波によって亡くなりました。

災害によっては、体育館などのいつもの避難所が危険かもしれません！
被災した鵜住居地区防災センター

※「避難場所」と「避難所」を兼ねた施設もあります。
　 避難しようと思っている場所を確認しておきましょう。

危険な場所にいる時や、自宅が危険な場合

災害から命を守るために
緊急的に避難する
場所や施設

自宅に被害があった方が
一定期間、生活する施設

指定緊急避難場所
していきんきゅうひなんばしょ

ひ     なん     ば     しょ

ひ     なん      ば      しょ ひ     なん      じょ

ひ         なん       じょ

津波避難ビル 緊急避難所

指定避難所 福祉避難所

緊急的な避難

一定期間滞在

避難場所
Evacuation Site

Evacuation Shelter
避 難 所

学校の
体育館など

特別養護
老人ホームなど

公共施設や
マンションなど

学校の校舎
など

集会所や
公民館など

裏面の避難フロー図をご覧ください

つなみひなん きんきゅうひなんじょ

していひなんじょ ふくしひなんじょ

写真提供：釜石市役所

このように、緊急的に避難する「避難場所」と一定期間生活
する「避難所」は違います。災害に応じた適切な「避難場所」を
事前に確認しておきましょう。
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